
会 議 結 果 報 告 書 

 

会議名 

（審議会等名） 
令和５年度大野中地区まちづくり会議(第５回全体会) 

事務局 

（担当課） 
大野中まちづくりセンター 電話０４２－７４１－６６９５（直通） 

開催日時 令和６年２月１日（木） 午後７時００分～午後８時３０分 

開催場所 大野中公民館 1 階 大会議室 

出 

席 

者 

委 員   ２０人（別紙のとおり） 

その他    ０人 

事務局    ２人 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



審  議  結  果 

 

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．副会長の選出 

臼倉前副会長の退任に伴い、後任の副会長を互選により協議した結果、大野中地区

老人クラブ連合会の小林委員が副会長に選出された。 

 

４．市からの連絡事項 

（１）令和６年度地域活性化事業交付金の募集開始について 

 大野中まちづくりセンターから資料に沿って説明がされた。 

 

５．議 題 

（１）令和６年度大野中地区まちづくり会議の日程について 

 大野中まちづくりセンターから資料に沿って説明がされた。 

 

（２）令和６年度の委員の推薦について 

 大野中まちづくりセンターから資料に沿って説明がされた。 

 

（３）『令和６年度大野中地区まちづくりを考える懇談会』のテーマ検討について 

 役員案である「高齢化等に伴う移動及び買い物支援」に決定した。また、令和５年

度の様に、令和６年度もテーマを２つまで選定可能だとしても、今回決定した１つの

テーマとすることとなった。なお、次回は役員会で協議の上、グループ討議を予定。 

 

【主な意見等】 

・買い物の際、重いものを運ぶのは高齢者には負担が大きい。外出の機会を作るのも

大事であるが、重い荷物は、ネットスーパー等で運んでくれるとよい。また、通院

については、何か手を考えて欲しい。（大谷委員） 

・高齢の母と同居しており、足腰が弱らないように外出して欲しいが、重いものは自

分が買うようにしている。今回のテーマに自治会の高齢化も含められないか。（西

口委員） 

・地域包括支援センターでは、タクシー券をもらえないか？とよく聞かれるが、介護

保険制度では、タクシー券は出ないことを説明している。そうしたものがあれば、

地域でずっと生活できるのではないか。（高下委員） 



・高齢者がもっと、ネットスーパーが上手く使えるようになるといいと思う。（大塚委

員） 

・親と同居しているが、車がないと生活できない。そうした方も多いのでは。こうし

て考えるのはよいこと。（榎本委員） 

・近所は年金通りと言われていて、買い物は大変だと思う。個配ではなく、グループ

ならコミュニティにもなってよい。また、病院でも巡回バスを運行していたりする

ので、デイサービス等の施設に協力していただけるとよい。（古賀委員） 

・高齢者の一人暮らしの方が増えてきて、タクシーを使っている人が増えている。（上

林委員） 

・車の運転の際、アクセルとブレーキを踏み間違えてしまい、怖いと思って、免許証

を返納した。タクシー券の配布が実現して欲しい。（髙橋委員） 

・当事業所と地元自治会で懇親会を行った際に、送迎バスが入り組んだ道に入れない

ことがあったので、そうした道には、小型の車が必要だと思った。（岩井委員） 

・出来るかわからないが、大型店に投げかけて、巡回バスを運行してもらえないか。

それでも外出できない方には、ネットは難しいので、チラシで注文できるような仕

組みがあると便利。（堤委員） 

・大型商店の巡回バスという話もあったが、本来は、地域の商店会がそうしたものに

取り組んだ方が地域活性化になるのではないか。ただし、買いたいものが何でも揃

っている、という点では大型店の方が品揃えはよいので、メリット・デメリットが

あるかもしれない。（大澤委員） 

・大野台４丁目に２～３年前から、移動販売車とくし丸がきて、良くなったが、まだ

来ていないエリアもある。高齢者の課題としては、病院やスーパーに行けなくなる

と困るので、タクシー券が一番良い。（玉利委員） 

・早めに免許返納したが、重いものはネットで購入している。ライドシェア解禁の話

もでているが、病院に行こうとタクシーを呼んでも来ないことがある。（川島委員） 

・この地域の高齢者がよく行く場所としては、古淵駅、北里大学病院、相模原公園な

どがある。車をもってない人にとっては、不公平。大沼、若松にもバスが来るが満

員。公民館に来た８０代の高齢者に、真夏にまちづくりセンターに行ってくれとい

っても無理なので、タクシーを呼んだこともある。バスも女子美術大学行きや北里

大学病院行きなど、一通り運行してはいるが、使い勝手が悪いので、淵野辺の様に

路線が、丸く循環する形がよい。（佐藤委員） 

・巡回バスは非常に厳しい。以前、神奈川中央交通㈱の運転手にもっと便を増やせな

いか聞いたら、「需要がない」と言われた。需要があれば、市も動くはず。タクシ

ー券はよいが、バスの運行は厳しいと思う。なお、海老名市や綾瀬市でコミュニテ

ィバスが運行しているが、市の委託の様である。（大久保委員） 

・老人クラブ連合会でも同様の意見が出ているが、タクシーの補助があるとよい。ま



た、病院と公園などを市のマイクロバスが巡回してくれるとよい。（小林委員） 

・昔はこんなに量販店はなかった。鵜野森の方にもバスを出しているお店があった。

神奈川中央交通㈱に働きかけても難しい。大野中地区には多くのスーパーがあるの

で、バスを出してくれるとよい。特に男性は、外出しなくなると認知症になるケー

スが多い様に思う。（田村委員） 

 

６．その他 

（１）各団体の情報提供・情報交換について 

  意見等なし 

 

７．閉会あいさつ（大谷委員） 

 

以 上   

 



大野中地区まちづくり会議委員名簿 

（まちづくり会議委員の役職：会長◎、副会長◇） 

No 推薦団体名 役職等 氏名 備考 

1 大野中地区自治会連合会 会長 ◎森 逸雄 出席 

2 大野台公民館 館長 ◇髙安 祥介 出席 

3 大野中地区商店会 代表 ◇田村 小次郎 出席 

4 大野中地区民生委員児童委員協議会 会長 ◇堤 道子 出席 

5 大野中地区社会福祉協議会 会長 ◇大澤 庄平 出席 

6 大野中地区老人クラブ連合会 代表 ◇小林 太 出席 

7 大野中地区自治会連合会 副会長 細谷 剛 欠席 

8 大野中地区自治会連合会 副会長 川島 光子 出席 

9 大野中地区自治会連合会 副会長 玉利 博 出席 

10 大野中公民館 館長 大久保 宗俊 出席 

11 大沼公民館 館長 佐藤 純 出席 

12 大野中地区子ども会育成連絡協議会 代表 大谷 喜一郎 出席 

13 大野中地区青少年指導委員 代表 野口 裕光 出席 

14 大野中地区スポーツ推進委員 代表 佐伯 美鈴 欠席 

15 大野中地区小学校ＰＴＡ 代表 榎本 保則 出席 

16 大野中地区中学校ＰＴＡ 代表 大塚 由佳 出席 

17 大野中地区健康づくり普及員 代表 滝澤 栖子 欠席 

18 大野中地区ボランティアグループ 代表 上林 眞由美 出席 

19 大野中地区防犯協会 代表 平野 大介  欠席 

20 大野中地区交通安全母の会 代表 古賀 幸枝 出席 

21 大野中地区連合自主防災隊 代表 髙橋 健一 出席 

22 相模原市消防団南方面隊第３分団 代表 西口 卓也 出席 

23 大野中地区企業（大野台事業所協議会） 代表 岩井 昭哉 出席 

24 大野中地区地域包括支援センター 代表 高下 英則 出席 

 



令和5年度 大野中地区まちづくり会議 【第 5 全体会 】 次第

日時 1令和 6年 2月 1日 (木)午後 7時

場所 :大野中公民館 大会議室

2.会長あいさつ

3.同1会長の選出

4.市からの速絆事項

(1)令和 6年度地域活性化事業交付金の募集開始について

(2)令和 6年度の委員の推薦について

ア.輸番制の 2年任期の団体に係る令f16・ 7年度の委員の推薦について

対象団体 :書少年指導員.ス ポーツ推進委員、小学校PTA.中 学校PTA.
健康メ リ普及員.ボ ランティアグループ.地域包括支援センター

イ.上記ア以外の団体は.令和 6年度に委員の変更がある場合は.随時、別紙 「令

和 6年度大野中地区まちづくり会議委員推薦書」を事務局にご提出ください。

優 更なしの場合は、提出不要)

(3)『令和6年度大野中地区まちづくりを考える懇談会』のテーマ検討について

【テーマ候補 i

Oごみ問題

②商齢化等に■う移動及び買い物支援

道路整備

自治会の高齢化・世い手不足

過去の「大野中地区まちづくりを考える霧談会」の市未口答・今後検討事項

6.そ の他

(1)●団体の情報提

“

情報交換について

4

一
●

7.凹会あいさつ

●   1,■   _・ .ヽ

■ . 1■,  ,ヽ

5.議 題

(1)今和 6年度大野中地区まちづくり会議の日程について



大野■地区まちづくり会議委員名簿

掟 諄 団 体 名 役職与 会の役職 備 考

会 長 本 j■雄 会 長

人町ⅢlL区商店会
(大野中地区商店Ⅲ合会)

イt表 田1寸 ′卜次,F ||1会 長

大野中地区民生委員児童,「tけ識会 長＾
一^ ‖|1会 長

人51'地区社会信|[筋置● 大澤 :主平 会長

大嚇 地 区白,台会辿 合会 口1会■

大雌 `l.地「 `自
治会連今会 lll会 長 川局 光子

大野+`地区自治会連合会 ぅ|1会 ■

人
'r中

公民館 人久保 佳●,|

に藤 純

大野中地区子ども会合成連絡協議会 代 表 大谷 ■ ‐郎

大野中地区青少年指導委員
(大野中地区)

r,■

11
大野中地区スボーツ推進委員
(大野台地区)

`ヽ

衣

16
大野`1地区小学校 PTA
(大沼小学使 PTA〉 代 よ

大野中地区中学校PTA
(大野台中学校PTA) イti,そ 大壕 山仕

六野中地区優確づ くり普及員
(大野■地区)

(ヽ表 池滞 1'子

大1予中地区ボランティアグ′い―ブ
(ポ ランティア・ネットこもれび )

代 ■

大』f'1‐
.地

1茎防犯協会 rヽ支 平野 大介

古賀 幸枝

代贅

22 西口 ■し

大町'F地区企業 (大野台事業所
`,蔵

会)

(株式会社■模原ゴルアクラブ)
イヽ■

21
大野中地区地域包,支授センター
(大沼地域包括文,セ ンター)

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

oヽ 氏名

大騒中断 ′
rl l.会 ,藝合公

大野●公民館 鮨 長 ●i安 イγ・介 厨1会長

堤 道千

会 長

細● 勁」

■■| 1専

館 ●

10 大沼公民館 姉長

11 大野中地区老人クラブ遁合会 |ヽま 小体 大

:2

13 野 |_1 裕光

仁伯 _た鈴

植ホ ■則

1■

17

l= _L林  贅山美

1,

20 大野中地区交通安全鳳の会 代表

21 人野Ⅲ地区連金自主防災隊 古櫛 健一

神棋原市,登防団●方面隊第3分国 代 表

23 岩り1 0E故

rt i 高下 爽則



大野中地区まちづくり会議 会則

(名称)

第 1条 本会議は.名称を大野中地区まちづくり会議 (以下、「まちづくり会議」とい

う。)と いう.

(目 的)

第 2条 まちづくり会議は、大野中地区のまちづくりについて地域活動団体が自主的に

話合い.地域課題の解決に向けた活動を協慟して進めることを目的とする.

(役割)

第 3条 まちづくり会議は.以下の役割をもつ。

(1)地域活動団体間の情報交換.情報共有

(2)地域活動団体間の事業実施や課題の総合繭整

(3)行政施策や行政ム頼業務に関する意見や要望のとりまとめ

(4)地域内の住民の意向把握や活動への新たな参加者増加の対策検討

(5)構成団体等の協働による地域課題解決に資する事業実施の調整

(6)区民会議と協働 したまちづくりの推進

(7)その他会議の目的達成に必要と認められる事項

(ま ちづくり会議の構成)

第 4条 まちづくり会議は.別表に掲げる団体等から推薦された委員で構成する。

(委員及び団体の任期)

第 5条 委員の任期は.次の各
=の

規定による。ただし、いずれの場合にあつても再任

を妨げないものとする.

(1)別表中で団体又は機関に属する委員の場合は.当該職の任期中とする。

(2)所属する団体から推薦された委員にあつては.その推薦替えまでの間とする。

(3)同種の団体又は職にある者で、代表として推薦された委員にあつては推薦替え

までの間とする。

2 公民館・学校関係等持ち回りの各種団体にあつては.団体の任期を2年 とする。

(役貝 )

第 6条 まちづくり会議に次の夜員を置く.

(1)会長    1名
(2)轟1会長   5名

(役員の職務

'第 7条 会長は.ま ちづくり会議の会務を総括 し、まちづくり会議を代表する。

2 冨|1会長は.会長を補佐 し.会長にヽ政があるとき、又は会長が欠けたときは.その

職務を代理する。

(役員の選出)

第 8条 役員は.全体会において委員の■選により選出する.

(役員の任期)

第 9条 空員の任期は 2年とし.再任を妨げない.

2 役員が任期途中に欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

す 1



附 貝1

この会則は.平成 22年 4月 1日 から施行する.

附 則

この会則は.平成 24年 6月 8日 から施行する。

附 貝1

この会則は、平成 26年 1月 28日 から施行し.平成 26年 4月 1日 から適用する.

附 貝1

この会則は.令和 2年 4月 1日 から施行する。

附 貝I

この会則は、今和 3年 4月 8日 から施行する.

‐

_`●
予

(会議 )

第 10条 まちづくり会議に次の会議を置く。

(1)全体会

(2)役員会

2 前項の全体会の議長には、会長が当たる.

(全体会)

第 11条 全体会は、委員をもって構成する.ただし.会長が必要と認めた場合は.委
員以外の者に出席を求めることができる.

2 全体会は.次の事項を処理する.

(1)ま ちづくり会議会則を設け.又は曖廃すること.

(2)役員を承認すること.

(3)専門部会の設置に関すること。

(4)区民会議への委員の推薦に関すること.

(5)その他会長が必要と,認める事項に関すること。

3 全体会は.会長が必要と継めたとき、又は委員の過半数の請求があったとき、会長
が召集する.

(役員会)

第 12条 役員会は、会長.冨1会長で構成し.次の事項を処理する。

(1)全体会の運営に関すること.

(2)全体会から委任された事項に関すること.

(会議の公開)

第 13条 第 10条第 1=の全体会は、傍璃により公開することができる.傍聴について

必要な事項は、役員会で定める.

2 全体会の議事の内容については、要点を

"載
した会議録を作成し、公開することが

できる。公開について、必要な事項は.役員会で定める.

(事務局)

第 14条  まちづくり会議の事務局は、大野中まちづくリセンターに置く.

(委任)

第 16条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める.



名 称

大野中地区自治会連合会
・ヽ

一ヽ

ン
● 長

大野■地区自治会遮合会 副会長

大野中地区自治会連合会 副会長

大野中地区白治含連合会 長1会長

大野中地区社会福祉協議会 会長

大野中地区民生委員児童委員協議会 会長

人野中地区子ども会育成連絡協議会 代表

大野中地区青少年指導委員 ヽ表

大好中地区スポーツ推せ委員 r、表

大野中地区小学校 PTA 代表

大野中iL区中学校 PTA 代表

大野中1嘔健康づくり普及員 代表

大野中地区者人クラブ連合会 代表

大野 1'地区ボランティアグループ 代表

大野中地区防犯協会 イヽ表

大野■地区交通安全,の会 代表

大野中地区連合自主防災隊 代表

相棋原市消防団南方面隊第 3分団 イヽ表

人野中地区企業へ表 (大野台事業所協議会)

大野■地区地域包括支援センター イヽ表

■目

別表 (第 4条関係)

2 '1表 (第 4条関係)の 名称について 「相技原消防団南方面隊第 3分団 代表」から
嘲 棋原市消防団南方面隊第 3分団 代表」べ名あを修正するもの.

6

t″

(改正理由)

1 ●区内他 6地区の会則と整合を図るため.第 3条のまちづくり会議の役割に
'(7,そ

の他
会議の目的達成に必要と認められる事項」を追加するもの.

委員数

人野中公民館 館長

大沼公民館 館長

大野台公民館 館長

大野中地区商店会 代表
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地域活性化事業交付金を交付する団体を募集

口市民i慟推進課∞ 42-769-8226

地域の課題解決や活性化に向けて自
=的

に取

り綱む事業に対して交付します.

国も地区の活性化につながる事業を実施する5

人以上の団体

交付期間 4月～令和フ年3月

来中し込む前に.活動予定地区のまちづくリセ

ンターヘ掲誤がほ

楽対象地区や交付条件.各地区の提出調張など.

詳しくI`市口を亡蓼:になるか.お問い合つせ

ください.

口各地区の締め切り日までに.直接.3まちづ

くリセンターにある中請書Ⅲ 口にも掲載)と必

要薔類を活動予定地区のまちづくリセンターヘ

次の●業が優先

白治会への力0入促進

地0での公共的な活動の担い手百成

公共的な活動への参加者増加促遺

NPO法人・企業・ボランテイア団体などとの

連携強化

各地区のまちづくり会議が捉示した地域課題

の解決

昨年度峰 阿 きだょ かみみぞ 上洸鳩 たをつくる」 の様子

4

No.)522   202`年
"和

6年 ,2月 13 rrtfAr$t 5

|'1●,1

―

―0



日付 時間 会場 会議 主な内容

令和 6年
19時～

大野中公民館
大会書皇

令和 6年 大野中公民館
大会腋皇

・懇鱗会のテーマに■づく検討 (全体討議0)
・燿談会の■

"の
撻穣 など

令和 0年
9月 19日 (木 )

10舞～ 大野中公民館
大会躁菫

,″θ■ 77′ 5′
`ズ

ツ
又″ 7β

`木

ツ
又′

=7′
′

`ズ

′
″″～ 大|●″′`′″

オ含籠!= 密ヨ1螢′″だ

令和 6年
12月 17日 (火 )

19時～
大野中公民館

大会議菫

・懇饉会娠り返リ
・次年度懇議会のテーマ検 な ど

令和 7年
19時～

大野中公民館
大会議室

第5回 全体会機 ・次年度懇餃会のテーマ検討② など

※変更●o'ある場合は.範時ご連絡いたします.

令和6年度 まちづくり会議日程表 【委員用 】

|

4月 18日 (木 )
第 1回 全体会議 ・懇議会のテーマに基づく検討 (グループ酎饉 )

7月 18日 (木 )
19時～ 第 2回 全体会議

第 3口 全体全譲 ・蓼観会のテーマに基づく検討 (全体討饉②)

大″″力gまちグ<
グな夕

`′
|コ皓象

第4回 全体会議

2月  6日 (本 )

☆

民
υ



大野中地区まちづくり会議 委員輪番表

輌考 RO～ R,

大野や地ヌ自拍会遠台金 会蜃
`,

人磐Ⅲ地●白珀会,■  ・ 瑯会長

去野ф地区自籠会連合会 ■ に

大野中地●自治会連合会

大野中公展飽 鶴猥

大鷲公賦館 能長 ,・

鶴長 ●大野お公民館

大野中地●社会絶祉協議会 会長 ●

大野ψ地●民生憲員児彙螢働協議会 会に

`.人野中地区,お会青減違亀協選金 代表 ●

ス野中地区七人ク珈 合会 1●表

大欝中地メ防犯協会 |

大警1'地区交通安全増つ会 推層

夫野中地区連合自圭筋災嵐

1=餞僚消防1可衛力il嬌2,分同 代表 粧

“
大・ ,中地メ商店会 1ヽ ■| 趾ロ

大!眸地区企業 〈大野台3よ筋協饉金) ・ ,

大野中地区青少年鮨

“

員

大野中公民館区

人沼公農館区 ●

大野台公民館区

輪薔

ス野●地区妍 ―ツ推進姿■

夫野中公民館メ

大鷲公F舘ビ

ス野台公民館|,

大野中地区小学校,,A

大讐小学″ TA

‐ 小学校,1,

大躊台 学校●,ヽ

人聾台中央小学校,m

=1,′
」■ 1,● Iス

綸 ロ

大野中地区中学校,TA

大野台中学技,TA

期野森φ学校,F●

大野
"公

良龍●

,沼公民館メ

人野台公民館区
`t表

綸螢

婚 中地区本ラ方 ′,力 |― プ

ポランタリー●
`,`,な

が

ボ
')・

テイア.ネ,卜こもれび

ボ,シ ,イ ア●

1ヽ患 輪書

人野‐ゆ地区地,■包括支援センター

大勢●

大招

人当台

イヽ表 輸醤

■■‖■■■■■

■■■■‐ ■■日

口■■■■■■■■
■ ■ ■ ■ ■■

■■‖■■

■■■■■‖■■

■■■日■■■口‖■■

口■■

■■■

■■■

口■■

■■‖■■

■■‖■■
■■■

■■■■ ■
■■■

■■■

■■■

■■■■■■

■■■

■■■ ■ ■

■■‖■■

■■■■■■
■■‖■■

■■日■■■

■■‖■■

■■‖■■
■ ■

■■‖■ロ
■■■

■■‖■■
‐ ■ ■ ■

■■日
■■■

■■‖口■
■■‖■■

■■
■■

一●

，
＜

団体名 推●露 R`ヽ R5 R8～ R,

元:| ., 0

●充腋 つ

`,
翻会良

`
●

・

=

● 0

劇金機 充筍 (,

●

一
●

充略 ||

′●|` (・
一
一

た誕 ● う

充lt 0 |=,

充腋 0 ||

,七凛 ，
一 0

お晨 ., ●

||

C

“

::喪 世,■ ●

代惑 || つ ||

代表 :L嘔 t. ● |,

〔 0

●

|| ヽ,

て,代
=

li薇

代表

●

代表 ,.最

●

●

イt表

●

0

●

代憑
`●

毬
● ●

0

1型■聖雪堅

`堕
委員

●

●

0

0

0

●

●

0



(対象団体)

■少年指導員.スポーツ推進員.小学校PTA.中学校PTA.
健康ス リ普及員.ボランティアグループ、地域包推支援センター

大野中地区まちづくり会議

会 長  茶 逸雄

大野中地区まちづくり会議委員の推蘭について (“頼 )

●提出期 日

令和 6年 2月 lロ

第 1回 目の会議 (418開催)から推薦替ぇとなる場合…3月 22日 (金)ま で

第 2回 月の会議 (7′ 18開催)か ら推瀬替えと′
`る

場合…6月 21日 (金)まで

以 上

各  位

時下ますますご清栄のこととお富び申し上げます。

日頃から.大野中地区のまちづくりの推進につきまして.ご理解とご協力を賜 り厚
くお礼申し上げます。

さて.大野中地区まちづくり会議委員について、公民館や学校の関係者等持ち回り
の各種[:体にあっては.任期が 2年 となつております.

つきましては.苓和 6年度・ 7年度の委員として別紙「まちづくり会議委員輪番表」
に基づき、対象となる各団体から代表者 1名 を次のとおりご推薦いただきますよう
よろしくお願い中し上げます。

●推薦書の提出方法

則紙 雌 薦憲」にご記入のうえ.以下の提出期日までに事務局べ提出 (フ ァッ
クス可)してください。

※提出期日までに推薦が困難な場合は.事前にご連絡ください.

×推薦替えまでの間は.前任の方に会議の出席をお願いしております。
×まちづくり会議の日程については.別紙 fま ちづくり会議日程表」のとおりです.

11月 頃に閉催予定の「大野中地区まちづくり懇談会」へのご出席も重ねてお願い
申し上げます。

事務局 (大野中まちづくリセンター)

TEL i 042‐ 741・6695  F'D【 :042・ 746・ 1835  "(丼

7



第 1回 日の

第 2回 目の

議

敲

＾
一
　
ム
一

(■18開 催)か ら推薦昔ぇとなる場合…3月 22日
(7′18開催)か ら推薦替えとなる場合…6月 21日

(金)ま で

(金)ま で

団体名

代表者名

大野中地区まちづくり会議委員推薦普

次の者について、令和617年度の大野中地区まちづくり会議委員として推おします.

●″
=|||'切

日

口体名

ふりがな

氏 名

一Ｔ

話“一一

F:AX:連絡先

メールア ドレス I

まちづくり会議事務局 (大野Ⅲまちづくリセンター内) 永丼

T[L:042‐ フ41‐6695(団体豪

"ヨ

)  Fハ×:042‐ 746‐ 1835

3

令和 6年  月  ■

大野中地区まちづくり会議

会長  森  逸 雄 殿

団体役n

■ 所

※推薦書の■出について

0本推薦薔にご記入の上、提出期 日までに事:務局へ提出 (フ アックス可)し てください.

0事務局

提出先



大野中地区まちづくり会議

会長  森  逸 蔵 殿

|」 体名

■

`名

大野中地区まちづくり会議委員 ,1・蔦審

次の者について.令和 6年度大野中地区まちづくり会議委員として推お します.

X 変更する場合には.本推薦書を提出する前|こ ご連絡ください.

なお、推薦書の提出日及び委員の交ヽ月などについて、ご相談させていただき
ま

ヽ

ヽ
¨
′

て

ヽ

団体■取

一Ｔ

FAヽ ・

まちづくり会議事務局 (大野中まちづくリセンター内) 永丼

T[L:042‐ 741‐ 6695 (団働 )  FAV:042‐ フ46-1835

今和 6年  月  日

|」 体名

ふ りがな

氏名

仕所

■
●

一
●

，

〓
コ

１

連絡′t

提出先
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「

・副会長と区長との懇談会南区地区自

内 容

課題 高齢化等に伴う移動及び買い物支援について

大野中地区では.3つの公民館区がある力ヽ それぞれに移動や買い物等に不便を感じてい

る地域がある. 1つ 日は.大野台の一部で. 2つ 日は.若松 .東大沼の一部で.これらは、

交通不便地域と呼ばれる地域となつており.移動販売草・とくし丸・ が来て助かっている―

方で.′ スヽ停までの距難が遠いことに加えて.運行本数が少なく.不便を感じている地域で

ある.3つ日は.菊野森で.地域づくり部会のアンケートにおいて.買い物に不便を感じて

いる地域となつており.大型商店等がある音消駅や町口駅の方^は.徒歩では難しく.ネッ

トスーバー等も普及してきているが.高齢者には使0ヽ方が分からない.と いう意見も多かっ

た

これらを解決するために.コ ミュニティパスの導入という手法もある力ヽ 栞車率やコース

設定.停留所の確保誅 非常にハードルが高いと感じている.また.移動制約のある高齢者

や障害者等のために.NPO等が車両を運行する 徹 有償運送・ という事業もある力ヽ 登

録事業者が′`ないため.利用が難しい.と いう声も聞く.

今後.高齢化などに伴う免許返納が進み.・買い物弱者・ と言われる方たちが.更に増える

と思われるが.緑区の若業台や南区の新磯地区では.市の協力を得ながら.環境負荷の少な

い電勁卓で.20km以下で走行する地域主体の・クリーンス回―モビリティ・ の実証実験

が始まっており.国によるライドンエア解禁と

'せ

て.地域では.関心を持ってへ

`麦

の状況

を見ている.

区役所においては.こ うした状況を踏まえて.交通不便地域等を中心とする高齢者や障害

者等の買い物や移動支援等に関する市の施策として.例えば.

１

２

３

４

５

６

食材等の生活必需品を扱う移動販売車の増加に向けた誘致活動の強化

高齢者向けネットショッピング講座の実施

福祉有償運送の事業者参入を促す補助制度の創設

神奈川中央交通 (林)のかなちやん手形の購入費助成制度の創設

東京都や横浜市.川崎市の様な高齢者や障害者等へのバス等のフリーバスの実施

グリーンスローモビリティや津久丼地域の乗合タクシーの対豫1地域拡大や要件緩和

大野中地区自治会連合会 参考資料

令和6年2月 9日 (金)午後13時～

など.関係部局と連携を図って検討し.幅広く効果的な施策を打ち出し.南区にいつまでも

安心して住み続けられる、高齢者にも障害者にも住みよいまちづくりとなるよう.努めてい

ただきたいが.区の考え方をお聞かせいただきたい.

10



・大野中地区まちづくりを考える懇談会で.平成23年度に 1コ ミュニティ′ヽス又は乗合タ

クンーの導入について」をテーマとして市と懇談を実施

・地域ケア会議地域づくり部会では.以下の取組を実施した。

大野中地区 ― ・令和元年度に古淵地域.令和3年度に鵜野森地区の住民に「困りごと」

に関するアンケートを実施|した.また.主に古淵地域を中心として.外
出を促す取組として.ベンテの級 設置を進めている.

大野台地区・ ― 令和元年度に f移動手段 (買い物・通い 」に関するアンケートを実施

した.また.令和5年度に「お散歩マップ」を作成した。

大沼地区・・・令和4年 2月に高齢者の生活と見守りに関するアンケートを実施じ.そ
の項目の中で移動手段や買い物動向などの把握じ.情報として共有を図

っている.

.今回の懇談会に向けて、自治会長会議や役員会で.テーマと内容の検討をした。

(参考)大野中地区の交通不便地域 .… 駅からlkm以上かつバス停留所から300m以
上離れている地域で.大野中地区では.大野台 1・ 2・ 4・ 5・ 7丁目の一部.若松1～ 3

丁目.東大沼2～ 3丁目の一部が該当

11

地区の

取拒状,兄

‐
■,

備 考



`F 薩 |ヽ  家

2 防犯・ 交通安全 「さ,`経 員遭路の円通に||,ア ク
セ ス直癖^の影響 と対策、こついて

|

0企業等の誘致については.今後.,L権者ゃ二辺住民の漱向

等を賠まえ.検討していさたい.

平 成 27‐||

'」
浩会,`動の役割 [lil飾 イしの ll「I U lt

0若い世代向けのも浩会,_1入tiチ ランの作成 1,検 iす る.

Oおな りのF品等の貸出t li.観光協会など.いろいろな団

体が所有しているものも合めて検討する.

○防鰤 メラの設慣情報は有効活用できるので.市の地級竹

慣ンステム^の反映など.検討させて 1ヽ ただ さたtヽ .

〇月水路の良好な状じ維持を目的として.水を流すのは

'1絆に甦しいが.意見をX摯に受けとめ.持ち帰らせていただき

たい.

.|■112,て,
1 高静有の見→̀う

.子育て県慶 鴫 董館・ 子 どもの広
場の整術 と施保について,

0児童館の乳幼児やその保護者等の個人利用につtヽ て.今後

検討する.

平成 を,●|
0防災の綺助金について.機材購入の場合には. 瓢 負担で

1`盤 しいため.変更 して欲しい.

■薇 .,`,'「 1 地城の人と人が助 1,台 ぇる佐‖1● くり
``つ

いて

0原則.新規の施設整備は行わないこととしてお り.新たな

施設としての生憎 |'難 しいが.既存の施設の理替 えの味は.

周辺の公共施設等も合め.,株な世代が交流する拠点施設と

して業肝 複合化することについて.地域の皆様 とともに検

討 していきたい .

↑i●

'tF
2 ■■に強い■ちづく |サ |`つ いて

0実銃の災容時に.自分の身の安全を確保 した上で.自分に

できることを主体的に考え.行動 し.劇訴できる子どもを青

成 していくことが重要であると考えてお り.災官時の対応の任

方等について.今後も地域と協力しながら.検討 して参 りた

い .

0地域行事の多加を学校行市として組み込むことについて.

す〈哺 識を出すことはできないが.■枝.行政.地域がと

もに協力しながら.中学生がどうtヽ った形で地域|`蓼加いた

だくのがよいのか.考えて゛,たい.

ti1 2● 1 大●f中地区の防犯 |● ついて

O防犯カメラ付 さ自動販売槻等のほ力、 防犯カメラの

^用
と

して.公用
=寄

設置の ドライブレコーダーの活用の有効性など

を枝計していきたい.

=F14'||
l 大野1.地 区のこ路績の性備 |■ ついて

0市 ,`古油 1号の交を点^の1.号機の設置琴につヽヽて. R3
年度の交遷量調査. R4年度の測量を経て.今後. どの様に

適Iの改●や安全対策を回●て、ヽくよう貧討●ていきたい.

「大野中地区まちづくりを考える懇談会」における市未回答 → 後検討事項一覧

饉  遇

平成 24年

1 lu城活性 化
,|・ て |

2 防犯・交画安全  」仏城の防犯着責 1● ついて」

3 地域活性化  '111地かんがい用本略 10ついて |

2 1主 防災紅厳活動|● 対 しての考えよ支掟について

X ll当 ■,がある年lttl,を 建徴

■ `、
■

`



(1)趣旨

地域活性化事業交11● とは.幅広い届の市民の参加及び確働による地域の活性化=

を目指し.市民が|=的な訳題解決に取り組む

“

業に対して交●される交付金です.

※地域の活性化 :当交付金では.地域で展開される公共的な活動べ参加する団体や編

人が仙力1し、各々のコミュニケーシ,|ンが良好に取れている状態を指します.

:   」111文

`|:イ

とイ半焙 ,金の概要

交●対象とならない
'j業

については.次のとおりです.

1

2

3

4

5

6

7

8

,

10

11

地域の防災.防犯に関する事業

地域の保撻・撻鷹づくりの

“

進に関する事業

地域福祉の増進に関する平業

産業や観光の振興に関する事業

環境の保護線 全に関する,業

■少年の鑢全育成に関する事業

地域の文化・伝統の振興に関する事業

'L涯学習に関する事業

地域及び地域置動の情報発信及び広報に関する事業

区が推進する■点事業

その他地域のコミュニティづくりを目的とし.区長が特に認める
"癸

をに各地区において課題となつている

“

■の解決に資すると誕められる人のよう
な視本を持つ事業については.優先的な交け対象丁業として1反 り扱います.

自治会^の加入促進

地域における公共的な濤動の担い手す0
公共的な活動への参加者●力ll

地域の公共的な活動団体用の辿務強化

まちづくり会議が提示 した地オtit叱嘔の解決

政治活動.宗教活動又はヽ利活動をFI的 とするす業

交

“

I中 請を行う年度において.相M市 が動 する他の1動制度等の

対象となる●業

政策蹂 又は講座牛の

'1イ

罐を主たる月的とする事業

鋼●.研究を主たる目的とする事業

ただし.地域の活性化に資する

“

業に繋がる計画があるものを除く

第二者ヽの事業促進を求める事業

前4号に掲げるもののにか.区長が裔当でないと認める事実

の 品間違のみが事業の「||,と して判断できるものなど〉

1

令和 6年度 地域活性化事業交付金 募集要領

(2)対象事業

本交付金は.市内22地区を単位に実施される各地区の活性化に資すると認めら

れる次の事業に対して.交付します.



(3,申認者の要件

交付金の申請者は.原則として交付0の趣旨に合致する事業を行う5人以上の構

成員で組織される団体とします。ただし.次に掲げるものは.交付金の交付を受ける

ことができません.

樋 原市桑力国排除条例(平成 23年
'模

原市条1夕∫第 31,.以下
'条

例Jと いう.)

第 2条第 2号に規定する黎力団

・法人のうち.人表者又は役員のうちに条例外 2条第 3=に規定する暴力団員(以下
『泰力団員」という.)に該当するイがあるもの

・法人格を持たない団体のうち.｀表

`が
桑力|"員に該当するもの

(5)交付対摯経費

交●をは.次の経贅を交付対象とし.そ の交付率|■ 10分の 10以内としま,■

可業に要する消耗品費.郵
"代

等の通信費.F「,1製本贅等

事業を行う上で必要な食糧費 (交付対象者の構成員に対するものを鷹く.).

仰品購入費.施餃使用性 備品■■料等

事業を行う_ヒで必要な施設等の光熱水費等

事業を行う上で必要な委託費●

イベント等の開催1●に掛ける保険料、警命費等

講演会等の崎師に対する報債贅

研修会の旅費等.研修に要する経費 (交仕対象者の構成員個人の資質向上に

対するものを除く.)

その他事業選行に必要な経費であつて区長が必要と認めるもの

※物品等で 1物品 1万円を超える財嗜にかかる経費の交仕ドは.対象極贅の 3分の 2以内と

(2)申請

"閾令和 6年 4月 1日 から各地区で定める期間

2

(4)'業の実施

"閾Ч該年度の事業実施,切間は.●和6年 4月 lRから今和7年 3月 末とします.

また.同一の事業に養続して交付する場合については. 3年を限度とします.

なります.(台崚の作成が必要.)

(6〉 交付全額

申請される,業について審議を行い.予算の薇国内で交付対象事業及び交付額を
決定します.

2_皇證

(1)峯前相談

申静にあたつては.事前に事業を実施する地区のまちづくリセンターにご相な
ださい.

特に4月・ 5月 に実施を予定する事業については.交付手続き上、早めのご相談を
お願いします.

※具体的な相談先は.募集彗餃の最終 ―ジをご覧ください.

１

２

　

３

４

５

０

７

　

８



(3,■|1書類

O地域活性化事業交
`1金

女|:中請苦 (様式第1,) ②地〕1凛性化苺業計画彗

0収支予算書 O団体概要調書 01動全等概要調す ⑥団体格成長名簿

(4)交付申請書の提出方法及び提出先

直接又は郵送で事業を実施する地区のまちづくリセンターベご掟出ください.

※え体的な提出先は.募来要価の最終ページをご覧ください.

(2)審■基準

項 目 内 容

1 事業 目的ゃ内容の公共,I

,X内容の妥当社

・1業内容が現実性のあるものか
・事業il‐画のスキームが適切か
・■業収支が,来を遂行する上で適正か

団体の事業喪施記′」

同一の事業で2年 目・ 3年 日となるものは上祀のほか次の項目も
",え

.審査します。

市業の継続性や■晨性

他の団体^の影響

4 実績報■

,夫終了復に.次の書類等を提11し ていただきます.

O地域活性化事業交付金実績報告書06=様式)②収支決算薔

0補助事業等実績画書 O対象経費に係る領収警 の写し

⑤写真その他事業の実施について帷認できる書類

6 11:11′ ,■施

3

3_韮世

(1)審査方法

提出先のまちづくリセンターがす査基準に違づき警査します.

申請事業の審査にあたつては.各地区のまちづくり会議のご着見を伺います。

・
■業終了後に.次年度の交付決定の参考とするため評価を行います.

・地域課題の

“

決や地域の活|[化に資するI業か

2

.3 ・1「業を実施する能力や主′ヽ性があるか

4
・,来の継純|」 や発展性があるか
・これまでの取:lみの成果が生かされているか

5
・他の団体べ活動を促すなど.良い波及効果を

与ぇるようなli業か

5__聾
=含

によ登塾L宣

地域活性化事業交付金を■月して,っ た事業については.市民の方^の事例紹介や他

地区べの情報提供を行うための報告会において.当該

`業

の報告をいただく場合があ ,

まう■



所管地区と問合せ先一覧

所告地区 所属名称 郵便番号 住所 電話番号

=区

録区役所橋本まちづくリセンター 相模原市緑区西橋本 5-321

緑区合同庁舎 5階
042 703-0354

〒252つ 105

城山地区 緑区役所械山まちづくリセンター 〒252う 192
相篠原市縁区久保′Rl―よ 1

城山総合事務所知 別掟 1階

1.252-5172
棺模原市縁区中野 633

ホ久井総合事務所本鱚 3階
042-784-7474

相模湖地区 緑区役所相模漱まちつくリセンター 相模原市縁に与瀬 896

相模湖総合事務所 2階
042-684 ●618

緑区役所藤野まちづくリセンター 〒252-5152 相模原市緑区小渕 2000

屋野総合事務所1階
042 687-4347

中央区

4ヽ山.清新.横山.中央.

星が丘.光が丘地区
〒2'2-5277 042-707-7049 042-757-2941

T252-0 233 042-861-4512

中央区役所田名まちづくリセンター 〒25202 44 相模原市中央区日名 48y

相模原市中央区上溝 7-7-17

大野中地区

大野南地区 相模原市南区相模大野 5-31-1

南区合同庁合 4階

麻滴地区

新磯地区 南区役所新磯まちづくリセンター 046-251-5242

相模台地区 南区役所相模台まちづくリセンター T252-0 321 相模原市南区相模台 1-13-5

相武台地区 相模原市南区新磯黎 -18

南区役所東林まちづくリセンター i‐ 252-03 1 2 相模原市南区相南 1-1● 10

4

※制度の所管:市民局市民協働推進課(電話 042-,69-8226)

区名 FAX

橋本地区 i・ 252 5177 042-7∞-7002

大沢地区 緑区長所大沢まちづくリセンター 相機原市緑区大島 1776-5 042 ・ 61-2610 042-701-2617

0427338117 042782 1290

津久丼地区 経区役所浄久丼まちづくリセンター 042-780-1403

〒2525162 042 084-32,3

藤野他区 042-687-2(19

中央区役所中央6泄区あ づくリセンター 相模原市中央区中央 2-11-16

本館 1階

大野北地区 中央区役所大野北まちづくリセンター 相棋F市中央区鹿沼台 1-1●20 042-755-6521

田名地区 042 761-6570 042-712 8767

上溝地区 中央区役所上溝まちづくリセンター 1・ 252-0240 042-762 5626 042-,ol-1249

南区

南区役所大野中まちづくリセンター T252-0344 相模原市南区古淵 321-1 042 741-6695 042-746-1835

育区役所大野南まちづくリセンター う・252-0077 042-749-2217 042-,49-2i16

南区役所麻識まちづくリセンター 7‐ 252-0335 相模原市南区下議 59■6 042-778-2381 042-778-2249

〒252-032' 相構原市南区磯部 916-3 040-254-0924

042-744-3148 042-744-3194

南区役所相武合
=ち

づくリセンター T252-0325 046-254-3755 046-251-5362

東林地区 042-744-5187 042-741-5194


